
介護拠点等の緊急整備

３年間で１２万人分整備に４万人分を前倒し、合計１６万人分整備

（２）助成のスキーム（特別養護老人ホームの場合）

（３）事業規模 合計約3,011億円（３年分）

市町村交付金

１床当たり
200万円

１床当たり
225万円

100％
地財措置

【現行】

＝補正予算対応

＝地財措置対応

（各都道府県の
実事業費に応じ

た措置）
100％

地財措置

都道府県補助分

【改正案】

開設等経費

単価 UP

【改正案】

【現行】
開設等経費

150万円

60万円
（上限）

*
*

*：「特別の地方債」の起債対象となり、その元
利償還金が100％普通交付税で手当てされる。

（１）目的

小規模特別養護老人ホーム（定員29人以下）やグループホームなどの整備に係る市町村交付金
の拡充、定員30人以上の施設の整備に係る都道府県補助金に対する地方財政措置の拡充によ
り、地域の介護ニーズに対応する。
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持家 非持家

29歳以下 12.5% 87.5%

30歳代 43.1% 56.9%

40歳代 70.2% 29.8%

50歳代 80.3% 19.7%

60歳代 84.7% 15.3%

70歳以上 86.0% 14.0%

（別掲）65歳以上 85.7% 14.3%

出典：「平成19年 家計調査」（総務省統計
局）

①第１号被保険者数、要支援・要介護認定者数については、平成１９年度介護保険事業状況報告より、平成１９年度末の数値。

②施設等入所者数については、平成１９年介護サービス施設・事業所調査結果の概況より、介護保険３施設の在所者数及び認知症対
応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護の利用者数の合計。

第１号被保険者数 2,751万人

要支援・要介護
認定者 以外の者
2,298万人(84%)

要支援・要介護認定者
453万人(16%)

在宅
2,298万人(84%)

施設等
105万人

(4%)

在宅
348万人(12%)

高齢者の居住の場

○高齢者の９割以上は在宅

第１号被保険者２，７５１万人のうち２，６４６万人（９
６％）が在宅

○要介護の高齢者も約８割が在宅

要介護認定者４５３万人のうち３４８万人（７７％） が
在宅介護

○高齢者の８割以上は持家世帯

６５歳以上の持家率は８５．７％
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○各国の高齢者の居住状況（定員の比率）（全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合）

日本 (2005)

英国 (2001）※５

スウェーデン（2005）※３

デンマーク (2006）※４

米国 (2000) ※６

ナーシング・ホーム
(4.0%)

ｱｼｽﾃｯﾄﾞ
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ等

(2.2%)

※１
(0.9%)

介護保険３施設等
※2 (3.5%) 4.4%

ケアホーム
(3.7%)

シェルタードハウジング
(8.0%) 11.7%

プライエム等
（2.5%）

プライエボーリ・エルダボーリ等
(8.1％) 10.7%

6.2%

※１ シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅、有料老人ホーム及び軽費老人ホーム(軽費老人ホームは2004年) ※２ 介護保険３施設及びグループホーム

※３ Sweden Socialstyrelsen（スウェーデン社会省）聞き取り調査時の配布資料（2006） ※４ Denmark Socialministeriet（デンマーク社会省）聞き取り調査時の配
布資料（2006）

※５ Elderly Accommodation Counsel （2004） 「the older population」 ※６ 医療経済研究機構「米国医療関連データ集」（2005）

※制度上の区分は明確ではなく、
類型間の差異は小さい。6.5%

サービスハウス等
（2.3%）

ナーシングホーム、
グループホーム等

（4.2%）

各国の介護施設・ケア付き高齢者住宅の状況
○ 我が国における、65歳以上人口に占める高齢者住宅等の定員数の割合は、
欧米諸国と比較して少ない。
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高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律

基本方針の拡充

・国土交通大臣単独での策定から、国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で策定
・老人ホーム、高齢者居宅生活支援体制等を追加

高齢者居住安定確保計画の策定

・高齢者向け賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を記載した計画を都道府県が策定

高齢者生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進

・整備・管理の弾力化
・高齢者生活支援施設への補助制度の創設
・税制優遇措置の拡充

高齢者円滑入居賃貸住宅の制度改善

・登録基準の設定
・指導監督の強化

改正の概要
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